
令和 6 年度 熊本市自殺対策連絡協議会 議事録 

 

司会：ただ今から、令和６年度熊本市自殺対策連絡協議会を開会いたします。 

本日の進行を務めさせていただきます、こころの健康センター精神保健福祉班の村上と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本協議会は、本市における自殺者数の減少を図るため、市内の関係機関・団体が連携し、

自殺対策を総合的に推進することを目的として開催するものでございます。自殺対策のさ

らなる推進に向けて皆様からのご意見を頂戴できれば幸いでございます。 

それでは、開会にあたりまして、健康福祉局障がい者支援部部長の村上よりご挨拶いたし

ます。 

（部長挨拶） 

令和 6 年度熊本市自殺対策連絡協議会の開催に際し、大変お忙しい中、各団体よりご出

席いただき、誠にありがとうございます。 

また、皆様方には、日頃から、本市の自殺対策に格段のご協力をいただいており心から感

謝申し上げます。 

さて、本市では、昨年度、本協議会委員の皆様にもご協議いただき策定いたしました「第

2 期熊本市自殺総合対策計画」に基づき、こども・若者及び女性の自殺への対策、自殺未遂

者の再度の自殺企図を防ぐ対策を重点項目として自殺対策を推進しております。特に、こど

も・若者の自殺につきましては、本市でも毎年発生していることをふまえ、夏休み明けのこ

どもの自殺者が増加する時期に合わせて市長記者会見の場で注意喚起を行うとともに、自

殺予防週間に合わせて保護者の皆様を対象とした講演会の開催や熊本城ライトアップを行

うなど新たな趣向を加えながら、市民の皆様への啓発活動に努めているところでございま

す。 

本日は、このほかの取り組みにつきましても事務局よりご報告させていただくとともに、

事前に委員の皆様よりいただきました意見等を通じて議論を深めていきたいと考えており

ます。 

委員の皆様には、忌憚のないご意見をお聞かせいただけると幸いに存じます 

本日は何卒よろしくお願いいたします。 

 

司会：次に委員の紹介です。委員の交代もございましたので、あらためて、皆様から一言ず

つ、自己紹介をお願いいたします。それでは松下会長からお願いいたします。 

（自己紹介） 

松下会長：皆様こんにちは。松下でございます。熊本県精神保健福祉協会から参っておりま

す。会長の任を責任が重い中でやっておりますが、昨年度は計画の策定に皆様方たくさんの

時間を割いていただいて本当にありがとうございました。また、日々の臨床のなかでは、医

療機関の中でさえ、自殺企図が起こっており、患者さんがだんだん追い込まれてしまうよう



なこともあったりしまして、大変わたしも仕事をしながら難しいなとつくづく感じている

ところです。 

先だって、広島県の福山市というところで日本犯罪心理学会というのがありまして、参加し

てまいりました。犯罪というところではいろいろ特殊詐欺も含めて、せっかく蓄えておられ

たお金をとられてしまうとか騙されてしまうとかそういうことが起こっていて、受け子や

出し子の人たちもちょっとしたバイトみたいな感じで騙されて仕事を引き受けてしまって

いる。この世の中いつ何時、何が起こるかわからないなかで司法でお仕事をされている方た

ちのお話を伺ってまいりましたけれども、わたしたちはまだ生ぬるいようなところにいる

んだなと思った次第です。 

今日もまた新しい委員の皆様をお迎えしているということですので、どうぞこの計画をご

覧いただきながらご意見を頂戴したいなと思います。よろしくお願いいたします。 

橋本委員がまだですので、前田委員からお願いします。 

前田委員：皆さんこんにちは。熊本市医師会の前田といいます。内科医で白山通りで内科医

院をやっております。この協議会は長く参加をさせていただいているんですけど、ここのと

ころ欠席させていただいて、久しぶりに参加になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

寺岡委員：精神科の寺岡でございます。熊本県精神科協会の理事で、わたしは外面がいいか

らといろいろ公的な仕事を頼まれてますけど。この前も自傷行為ということで措置鑑定の

電話があっても、忙しくて行けないというかんじで忙しくなってます。実は学校の教育長の

担当もしてますので、中には小学生とか中学生が友達と喧嘩して死にたくなるような話を

よく聞いてますので。なかなか精神科で小学生とか幼稚園を預かることがないですけど、い

くつかの病院は幼稚園のお子さんでも預かるようなところもありますので、なんかありま

したら、今後よろしくお願いします。以上です。 

高岸委員：こんにちは。熊本大学の高岸でございます。熊本大学の教育学部に所属しており

まして、教員養成課程に関わっております。教員養成課程の中でも臨床心理学を専門にして

いますので、教師になる人たちが必要とするこどもの心理だとかもちろん教師のメンタル

ヘルスあたりもカバーしながら教育と研究とやっております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

久保田委員：熊本県弁護士会の弁護士の久保田と申します。わたしは熊本県弁護士会の労働

貧困並びに自殺防止対策委員会というのがありまして、そちらのほうで活動をずっとして

おります。今年度副会長をしております関係で委員会から離れておりますけども、引き続き

そういった活動に関わっているところです。よろしくお願いいたします。 

藤谷委員：熊本いのちの電話の藤谷と申します。よろしくお願いいたします。電話相談なん

ですが、たくさんの自死をほのめかす方の相談をうけております。１人でも踏みとどまって

いただくために私たち相談員がどういう対応をするのがベストなのか少しでも重たい荷物

を置いていただくためにどういう声かけをするのがいいのかというのを研修で皆さんとと

もに学んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。 



原田委員：熊本県臨床心理士・公認心理師協会からきております、原田と申します。私自身

は県内の小中高のスクールカウンセラーと労働局の労災補償課とかハローワークとかで仕

事をしております。よろしくお願いいたします。 

小山委員：熊本学園大学の小山と申します。今年度より若者版ゲートキーパー養成の仕事に

携わらせていただいてまして、また後程報告させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

濱部委員：失礼いたします。皆様こんにちは。熊本市民生委員児童委員協議会の理事をして

おります。熊本市が７４校区がございます。その中の会長会がありまして、その中で理事を

させていただいております。第一線で地域の見守りということを重要視しておりまして、や

はり自殺ということは自ら自分の命を絶つということで非常に悲しくて、やはりいろんな

事情があるということを目の当たりにして、私たちでできる見守りは何か、そして力添え、

支援は何かということを毎日模索しながら少しでも役に立つような見守りの在り方を考え

ながら行っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

池田委員：皆さんこんにちは。熊本県精神保健福祉センターの池田でございます。私共、自

殺等に関しましてはご本人から相談がありますけれども安否が心配なお電話があったり、

それに対応しているわけですけども。詳しいことは話せませんけど、昨日は県外の方が安否

が心配だというお電話があったんですけど、その方は SNS で知り合った関東の方というこ

とで、電話番号しかわからないということで我々もどうしようかと。最近こういった込み入

ったといいますか、住所がわかれば保健所と連携しまして安否確認等させていただくこと

もあります。なかなか対応が難しいケースが最近あるなと思っています。よろしくお願いし

ます。 

植村委員：熊本労働基準監督署の植村と申します。労働基準監督署のほうは労働者の対応を

させてもらっているところで、労働災害防止の中でメンタルヘルス対策ですとか近年問題

になっている過労死、過労自殺の対応をさせてもらっているところになります。よろしくお

願いいたします。 

内野氏：中央警察署の内野といいます。本日は生活安全課長の上木のほうが他の業務の都合

で出席できませんでしたので私が代理で出席をさせていただいております。本日の内容に

つきましては、戻りまして課長に確実に伝えて今後の警察の対応あたりに活かしていきた

いと思います。今日はよろしくお願いいたします。 

中嶋氏：こんにちは。熊本南警察署の中嶋といいます。本来ならば生安課長の渡邉がくると

ころですが、業務多忙ということで、担当業務の生活安全第一係のわたしが出席しておりま

す。今日会議を通していろいろ勉強したことを課にも伝えて対応に役立てたいと思ってお

ります。今日はよろしくお願いします。 

 

司会：皆様ありがとうございました。本日、濱田委員、藤本委員は所要により欠席との連絡

をいただいております。また、熊本東署の森尾委員、北合志署の上田委員も急遽欠席のご連



絡をいただいております。次に、事務局側でございますが、先ほど挨拶をいたしました障が

い者支援部村上部長および 4 月から就任しましたこころの健康センター所長の鳩野ほか、

こころの健康センターの職員、教育委員会から総合支援課 勝田教育審議員が出席してお

ります。 

勝田審議員：本来であれば課長の吉里が出席しなければならないところですが、代理で出席

しております。よろしくお願いいたします。 

司会：それでは、議事に入らせていただきたいと思いますが、ここからの進行は松下会長に

お願いしたいと存じます。松下会長よろしくお願いいたします。 

（議事） 

松下会長：それでは早速、進行をしていきたいと思います。まず議事（１）熊本市の自殺の

現状、第 2 期熊本市自殺総合対策計画重点対策について」まとめていただいています、事務

局から説明をお願いします。 

事務局：事務局より、令和５年の本市における自殺の状況及び令和 6 年 3 月に策定いたし

ました第 2 期自殺総合対策計画の重点対策の対応状況についてご報告いたします。 

パワーポイントで作成しております資料１ 2 ページからお願いいたします。 

本市の自殺対策は、自殺対策基本法に定める地方公共団体の責務において実施しておりま

す。 

また、令和４年１０月に閣議決定されました自殺総合対策大綱において、こども、若者の

自殺対策の更なる推進及び女性に対する支援の強化が求められていることから、本市でも

重点対策と位置付けております。 

４ページには、第 2 期熊本市自殺総合対策計画の概要をまとめております。 

基本理念として「誰も自殺に追い込まれることのない支えあう熊本市の実現を目指す」こと

とし、計画の期間は令和 6 年度から令和 9 年度までの 4 年間です。 

それでは、令和５年の本市における自殺の状況についてご報告いたします。 

６ページをお願いいたします。 

令和 5 年の本市における自殺者は 106 人であり、令和 4 年の 121 人より 15 人減少、人口

10 万人あたりの自殺者数を示す自殺死亡率も 14.5 人と令和 4 年と比較し 2 人減少してお

ります。平成 27 年からの推移をみると平成 30 年まで減少傾向でしたが、それ以降は増減

を繰り返している状況です。 

７ページをお願いいたします。 

年代別自殺者数では、男性は全国の傾向と同じく 40 代、50 代が多く、女性も 50 代の自殺

者が多いものの、すべての年代で 3 人以上の自殺者が出ていることが特徴としてあげられ

ます。 

８ページをお願いいたします。 

自殺総合対策計画の数値目標の基準値である平成 27年を起点とした年代ごとの増減比を示

しております。男性は、濃い青で示している 40 代、50 代の自殺者が増加している一方で、



女性は、濃いピンクで示している 39 歳以下の若者層の自殺者が増加傾向にあります。 

９ページをお願いいたします。 

原因別内訳では、男性は、健康問題が 34%、経済・生活問題が 26%を占めています。女性

は、健康問題が 47％と約半数を占める状況となっております。 

１０ページをお願いいたします。 

令和 5 年の本市における自殺者の特徴をまとめています。さきほどもご説明しましたとお

り、男性は、40 代、50 代の自殺者が多く、女性は 39 歳までの若者層での自殺者が増加傾

向となっています。また、男性、女性ともに健康問題を原因とする自殺者が多い状況であり、

男性の経済・生活問題では特に借金や生活苦が多いという状況でした。 

続いて、第 2 期自殺総合対策計画の重点対策の状況についてご報告いたします。 

１２ページをお願いいたします。まず、女性の自殺者への対策です。 

グラフに過去 5 年間の女性の自殺の原因を示しております。 

令和 5 年と同様、健康問題を原因とする自殺が多く、中でも、うつ病やその他の精神疾患が

約 7 割を占めており、これらの精神疾患等に伴う自殺リスクの早期把握と適切な支援につ

なげることが重要だと考えております。 

そこで、１３ページに示しております、女性からの相談が多いＳＮＳ相談や電話相談、ス

トレスチェックを活用し、対象者の早期発見とともに適切な支援につなげてまいります。 

また、DV 対策やひとり親支援等、庁内関係課とも連携して対策を検討していきたいと思い

ます。 

１４ページをお願いいたします。 

自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ対策です。グラフには過去 5 年間の自殺者のうち自殺

未遂歴の有無について示しております。自殺者のうち約 4 人から 5 人に 1 人が再度の自殺

企図により自殺に至っている状況であり、未遂歴のある方に対してはより丁寧な支援が重

要だと考えております。 

そこで、１５ページ、当課では、令和元年度以降、熊本医療センターの橋本先生のご協力

も得ながら自殺未遂者支援事業を実施しております。これまで女性７２人、男性 26 人、計

９８人に対してご支援させていただいており、令和 5 年度から支援体制を拡充して対応し

ております。今後も、再度の自殺企図を防ぐため、継続して支援を行ってまいります。 

１６ページをお願いいたします。 

こども・若者の自殺への対策のうち、20 歳から 39 歳の若者の自殺者への対策です。 

グラフには過去 5 年間の 20 代～30 代の自殺の原因を示しております。若者では健康問題

及び経済・生活問題を原因とする自殺が多い状況で、経済・生活問題では負債を原因とする

自殺者が約半数を占めています。負債の中には多重債務やギャンブルでの借金等が含まれ

ており、依存症対策や関係機関連携による経済・生活支援が重要だと考えております。 

そこで、１７ページに示しておりますとおり、本市では、多重債務相談や依存症専門相談

を実施するとともに、本協議会においても取組の共有等を行いながら、より効果的な支援方



法を検討していきたいと思っております。 

１８ページをお願いいたします。 

次に、こども（生徒・学生等）の自殺者への対策です。グラフには過去 5 年間の学校種別ご

との自殺者数を示しております。こどもの自殺者は過去 5 年間で 34 人、平成 27 年以降毎

年自殺でなくなるこどもが出ている状況です。１９ページのグラフに過去 5 年間のこども

の自殺の原因を示しております。原因としては、学校問題、中でも学業不振や進路に関する

悩みが多くなっているため、今後、学校や家庭において、こどもが発するＳＯＳに早期に気

づき必要な支援を行う体制整備が重要だと考えております。今年度は２０ページに記載し

ておりますとおり、こどもの自殺への対策として、ゲートキーパー養成研修の拡充、普及啓

発講演会を開催いたします。 

２１ページをお願いいたします。「ゲートキーパーの養成」についてです。今年度新たに

教職員に特化したゲートキーパー研修を８月に実施いたしました。本研修では、自殺リスク

を抱えたこどもを発見したときの具体的な声かけ等について、ロールプレイを行いながら

理解を深めていただきました。また、昨年度好評をいただいた中学生以上の生徒・学生等を

対象とした若者版ゲートキーパー研修は回数を増やして実施してまいります。本研修につ

いては、熊本学園大学の小山先生にもご協力をいただきながら大学生が講師となって研修

を行っております。支援者向け、市民向け研修では、若者のオーバードーズ対策としてあら

たに薬剤師会への周知依頼を行うなど、受講者数の増加に向けて取り組みを行っておりま

す。また、市職員に関しては、受講者１００％を目指しており、動画研修を行っております。

ゲートキーパー研修については、重要な自殺対策の１つと考えておりますので、今後も継続

して取り組んでまいります。 

最後に、保護者等を対象とした普及啓発講演会についてです。９月の自殺予防週間の啓発

事業の１つとして、「こどもの困りごとに早期にきづくために」というテーマで出水南中学

校校長の田中先生と臨床心理士・公認心理師協会の疋田先生、２人にそれぞれの立場からお

話をしていただきました。 

今回ご説明させていただいた内容は計画に掲載してあるものの一部にはなりますが、今

後も「誰も自殺に追い込まれることのない『支え合う熊本市』の実現に向けて」取り組んで

まいりますので、皆様からのご意見等どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局からの説明は以上です。 

松下会長：ありがとうございました。それでは事務局からご説明いただきましたことにつき

ましてご意見やご質問はありませんでしょうか。またお気づきになったときに、あとで意見

交換のお時間もありますので。次にいきたいと思います。議事の（２）意見交換に移りたい

と思いますけども。こども・若者というところでは、教育委員会の方からもおいでいただい

ていますし、委員の先生方でお子さん対象にいろいろ活動をしてくださっている方々、民生

児童委員の濱部委員は毎日のようにこどもさんの対応をなさっているかと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。あとでまたお伺いしたいと思います。資料２に事前にい



ただいております取組のご報告とかご意見についてまとめていただいていますので、それ

のご説明をお願いしたいと思います。まず熊本学園大学の小山委員からお願いいたします。 

小山委員：それでは、若者版ゲートキーパー養成プロジェクトについて簡単にご報告をさせ

ていただきます。昨年度までは熊本県立大学の先生と学生さんでされていたということで

すが、今年度より熊本学園大学の私と城野先生とそのゼミ生が引き継いで実施をすること

になりました。今年度の前半は準備をしておりまして、今月の下旬からいよいよスタート予

定となっております。精神保健福祉士を目指す学生とか福祉に携わる学生が少しお兄さん

お姉さんの立場で中学生、高校生に対して講演を行うという、基本的には県のほうでされて

いたやり方を引き継いで行うと考えております。ゲートキーパー養成ということですので、

悩みを抱えている生徒にまわりのお友達が手を差し伸べるということで中学生・高校生の

悩みがあったときにまず相談する相手として友達というのが選択肢の１つとなると思うん

ですけど、そうした場合にどんなふうに話を聞いて、どんな対応するかということを説明を

するという、そういった内容になります。 

準備をしていて思うところは、悩んでいる生徒に対して支援するということもあります

が、悩みを相談された側の中学生、高校生もどう対応して良いかわからずに１人で抱えたり

とかも十分考えられますので、悩んでいる生徒だけでなく、相談された側の生徒に対しても

役に立つような内容にしていきたいと思っています。若者版ゲートキーパー養成というこ

とで、気づいて話を聞くというところでありますが、１番大事なのは信頼できる大人に繋ぐ

というところかと思っております。そうなりますとやはりきちんと繋ぐという、繋がれた側、

主に先生になると思うんですけど、そこがきちんと受け止めて対応できるという、そこが大

前提になってゲートキーパーの役割を果たせるというふうに思いますので、こうしたプロ

ジェクトを行う前に各学校の先生方ともお話をしたりして、こうした事例に対してどのよ

うに各学校で対応されるのかとか連携とか確認していただく機会にもできればいいのかな

と思っています。 

 また、教職員向けのゲートキーパー研修というのもされているということですので、それ

も含めて流れも意識していきたいなと思っています。私もこれまで学校というところで必

ずしも仕事をしてきたわけでもありませんので、教育委員会の方々でありますとか、いろい

ろな方々ともご相談をしながら内容についても検討をしていきながら進めていきたいと思

っております。いろいろなご意見をいただければ大変ありがたく思っております。以上です。 

松下会長：ありがとうございました。今の小山委員のご説明に何かくわえてくださる方いら

っしゃいますでしょうか。教育委員会とかこころの健康センターの方からとかございまし

たら一言お願いいたします。 

池田委員：いつもお世話になっています。県の方ではですね、県立大学の方と実施してまし

て、市に関してましては学園大さんの方でやっていただけるということでして、これは令和

５年度２校と令和６年度５校というのは熊本市さんのですよね。 

事務局：はい。 



池田委員：これに関しては、先ほどおっしゃいましたように相談された生徒さんがどういう

ふうに対応したら良いのかとそういったところを考えるのは大きいと思うんですけど。前

回１月くらいの会議のときに、計画の話でわたしがこどもと若者を一緒にしていいのかと

ご意見させていただきましたが、今回は中学・高校を分けていただいて、中学と高校で７人

と９人ということで、やはり中学校でやっていただけるといいかと思います。 

松下会長：それでは、今何かということがなければ、最後の時間にまたご意見をいただきた

いと思っておりますので、続きまして、熊本県臨床心理士・公認心理師協会の原田委員の方

からお願いいたします。 

原田委員：活動報告といいましょうか、スクールカウンセラーは臨床心理士、公認心理師な

どが常勤というかたちではないんですが、時々訪れますというかたちでカウンセリングと

か先生へのコンサルテーションとかいろいろやってるわけですが、一応、上のほうからはス

クールカウンセラーが児童生徒に年度１回くらいですけど、なんらかの心の授業みたいな

のをやりましょうということで、広い意味で言えばストレスと上手に付き合いましょうと

かピア、上下関係のない対等な立場で支え合いましょうとか、私自身は高校とかでゲートキ

ーパーは最初に気づく人だよとか普段知ってるからこそ気づくかもねとか、ボールを投げ

るとしたらキャッチャーがいないといけないよねとかゲートキーパーとかグリップという

書籍が出たりしてるんですけど、そんなのをやったりしてますが、SOS を出せる教育、学

校というのは割に、先ほど９月１日にこどもの自殺が１番多いとかで、わたしも行ってる学

校であるとき始業式で話をしてくださいと言われたんですが、校長先生の話があって、「２

学期は大事な時期だ」「３年生はこういうふうに頑張れ。２年生はこういうふうに頑張れ」

と自分に負けずに頑張るぞというような話のあとに、ではスクールカウンセラーの先生か

らとなって、レジリエンスってこう立ち直る力っていうのがあるんですけど、奮発力とかそ

んな話をしたりしましたが、自分に勝とうというようなこともメッセージとして伝える学

校の中でみんな完璧じゃないんだよ、いろいろあるよ、ストレス出せるといいねと。出した

ら受け止める人がいないとだめですよねというようなことを研修でやったりこどもたちの

ワークでやったりはしてますという活動報告です。以上です。 

松下会長：ありがとうございました。それぞれのお立場で校長先生は校長先生でみんなを発

奮させなければいけないというお立場もありますし、スクールカウンセラーの先生方はそ

ういうのも大事なんだけど泣きを言ってもいいよというようなメッセージもおっしゃって

いただいて、頑張っている子どもたちに対しても頑張れないで困っている子どもたちに対

しても始業式っていうのに出てこれただけでもよしとするかという感じですかね。後ほど

またご意見をお願いします。 

それでは教育委員会総合支援課の勝田審議員からお願いしたいと思います。 

勝田審議員：失礼いたします。着座にてお話させていただきます。私のほうからは、こども

を守るプロジェクト会議から出されました意見の報告ということで簡単にご報告させてい

ただきます。まずこのこどもの命を守るプロジェクト会議と申しますのは、熊本市立の中学



校４２校と熊本大学附属中学校の４３校で構成しております中学校校長会というふうな中

にいくつかプロジェクトチームがございまして、その中の１つがこの命を守るプロジェク

トとなっております。昨年度に引き続きまして今年度も主催の会議がこれまで２回ほど開

催をされているのですが、そこのチームのほうには中学校校長会から６人、それから今日主

催していただいておりますこころの健康センター、それから私共市教委総合支援課の参加

に加えまして、２回目は市の小学校長会の代表の校長先生、それから市立の高等学校の代表

の校長先生、児童相談所であったり、こどもの権利サポートセンターというところの機関も

参加をしているような状況です。参加した関係機関並びに参加者のほうからは現状等の報

告をはじめ、様々な意見を出していただいたんですが、特に小学校、中学校、高等学校とい

う部分では、リストカットであったりあるいはオーバードーズなどの希死念慮のある児童

生徒が少数ではあるんですけども在籍をしているという現状がございます。当該児童生徒

のご家庭であったりとか関係機関等と連携しながら対応している状況なんですけどもその

ような中で家庭環境の厳しさなどの課題が見受けられていて、学校での対応に苦慮してい

るような状況もございます。 

また、全く予見できない児童生徒の行動というようなことも発生しておりまして、予防策

ももちろん取り組んでいかなければならないんですけども、一方ではやはり限界を感じる

ようなこともあるといった意見が出されております。それから、参加していただきました関

係機関のほうからは、学校だけで抱え込むことがないように各方面から支援をしていきた

いというご意見をいただいておりますし、関係機関が支えることでもちろん好転している

ような事案も見受けられておりました。自殺予防についてはやはり社会ぐるみで取り組ん

でいく必要性というのを感じておりますし、保護者の方であったりとか地域住民のかたも

巻き込んだ活動等もこれからは十分やっていかなければいけないのかなという意見も出さ

れました。簡単ではございますが、以上とさせていただきます。 

松下会長：ありがとうございました。こどもへの自殺対策は大変重要なことであろうと思い

ます。そういうなかで皆様方の中からご意見等ございませんでしょうか。こどもだけではな

くて、こどもは親のもとで育っていきますので、親御さんへの対応っていうのは非常に難し

いところがあるかと思いますけども、そういうところが今勝田審議員からお話があった学

校も非常に難しいところがあるんだろうなと。SSW の方が介入していらっしゃるんだけれ

どもそこからまたどうするのか、貧困があったとしてもなかなか保護課のほうに繋がらな

いとか拒否されたりとか、ご夫婦でいらっしゃるんだけども夫婦関係がぐちゃぐちゃにな

るとかいろんな話がわたしのほうにも舞い込むんですけども、そのあたりで民生委員児童

委員の濱部委員は結構現場のところをご存じかと思いますけど、ご意見がありましたら自

殺対策について。 

濱部委員：はい、失礼いたします。やはり今大切な問題といいますか、課題をいただきまし

たけれども、見守りの中で、今、民児委員はあかちゃん訪問という、あかちゃん名簿を保健

子ども課さんからいただきまして、赤ちゃんが生まれられて、最初は保健師さんとか助産師



さんとか訪問されまして、そのあと半年くらいしてから児童委員がずっと回っております。

民生委員は、民生委員・児童委員で二つかねております。高齢者とこども達のことをですね。

それで、赤ちゃん訪問をします時に、今現実にあかちゃん訪問は、校区の民児協の会長にゆ

だねられております。だから、そこの校区で訪問をするかしないかは、自由にしてあります。

様々な問題とかいろいろなトラブルが発生しておりますので、そういう観点から自由にさ

れたと思います。わたくしの校区は、訪問をさせていただいております。訪問をさせていた

だいている中で、やはり第一子の赤ちゃんを産まれたときの、特にお母さんは、とてもいろ

んな面で苦労されております。近くに両親がいなかったりとか、またはサポートをしてくだ

さる方がいないとか、それから一番お困りは保育園ですね。自分が就労したいときに、一年

間は休めるけれども、どうにかしてこどもを保育園に入園させないといけないので、なかな

かそれが今見つかりません。その悩みを話されました。それから、その方もひとり親さんで

した。やはり、誰に相談するもなく、ただただ、一生懸命我が家でこどもを育てながら考え

るばっかりですということで、それからよく電話をしたりとかなんかするようになりまし

たけれども。わたくしの民生委員・児童委員としてできることは、子育てネットワークの会

で、その会は保育園幼稚園認定こども園、小中学校の校長先生、それから民生委員児童委員

全員、それから自治会長、自治協議会の会長、青少協、全部集まりまして、そこで周知をし

ました。そういう問題があるんですねと。特にわたくしが住んでいる東区は、非常に人口が

多くなってきております。新興住宅もたくさんできておりますので、そういう悩みといいま

すか、そういうことをお話しましたら、なんとか善処しないといけないですね、ということ

で、ネットワークで繋ぎながらしました。もう一例は、私立の高校と子育ての交流会をしま

した。赤ちゃんの命がどんなに大切かということで、改めて、高校二年生の私立高校の高校

生だったんですけども、みんな自分達が生まれてきた体重を聞いておりました。「自分は二

千何百で本当に未熟児だった」、「4300 でお母さんは大変だったていつもいわす」と。そん

なことを思い浮かべながら話を聞いたんですけど、妊婦体験、こんなに重かったんだなあと

改めて両親のありがたさ、母親のありがたさを感じたようでした。その中で、子どもたちと

触れ合う中で、三つ子ちゃんがいらっしゃったんですけど、あかちゃんの抱っこの仕方とか

それからあやし方、自分達でおもちゃを作っていたんですね。ペットボトルの中に音がする

ようなものをいっぱい入れて、そしてガラガラを作っていました。また、パンパンと跳ねる

ようなゴムで作ったそういうおもちゃとか、こどもが本当に興味をもって目を丸くするよ

うなおもちゃを作っておりました。そこで高校生が感じたことは、自分もパパになったら、

本当にしっかりこどもを見ていかないといけないなと、大事な命がこんなにして授かった

んだからというようなことを、子どもたち、高校生の中から聞きました。非常に感動いたし

ました。それから、若いお母さんとかおじいちゃん、おばあちゃんは、こんなに若い世代の

人達が、交流会で優しくして、子どもたちに本当に優しく、そこで子どもたちを見守ってい

る、それから接してくれたことに、もうこの世の中は本当に安泰だというようなですね、そ

の一部だけでも感じましたという感想を高校生に述べておられました。高校生は非常にい



い体験をしましたということで、いい交流会だったと思います。 

そういうことで、やはり世代間ていいますか、若い人達にそういういのちの大切さという

ものを事前に、交流会を通して、学び多い場を作るということも大切かなと思っております。 

松下委員：ありがとうございました。体験していくという大切さについてお話しいただいた

かなと思うんですけども、やっぱり今大学の教育でもアクティブラーニングっていうのを

中心にされていて、また後ほど高岸委員の方からそのあたりもお話を聞かせていただきた

いと思います。濱部委員ありがとうございました。それでは、次に自殺未遂者の再度の自殺

企図を防ぐ対策について、熊本県臨床心理士・公認心理師協会の原田委員の方からご意見い

ただいているようなので、お願いいたします。 

原田委員：すみません、特に詳しいわけではなくて、ちょうど橋本先生がこられたので、の

ちほど先生に。さきほど資料にもありましたように、再企図を防ぐという意味で、救急外科

とかにかかった人を専門の精神科につなぐとか、プライマリケア医の内科や一般外来にメ

ンタルの方が来られて、それをできれば上手に精神科につなぐとか、そういうのも点数化と

かもされているんだと思いますけど、それらをさらに強めていくというようなことをコメ

ントしました。特に詳しいわけではございません。 

松下委員：橋本先生、寺岡先生、私などで、2019 年から 2021 年までで、自殺未遂者の再度

の自殺を防ぐというための、全県下の調査をいたしまして、それを熊本県精神保健福祉協会

のホームページのところに掲載しておりまして、非常に分析も細かくしていただいたもの

が載っております。実際そこから先は、現在進行形で、すでにやっていたんですけども、一

般の内科の先生方の方から精神科のクリニックにつないでいただき、必要があれば入院と

いうところでまたつないでいただき、というところでそういう治療をすすめているのが現

状なんだけれども、やはりその時に成人の方達の場合と若年の方達ですね、10 代後半から

20 代前半、20 代前半の人たちは 10 代の問題を引っ張っていってますので、そういうとこ

ろでの教育を十分に受けていない、高校を中退してしまっている等々で、家からは支援がも

らえない、非常に手も足ももがれそうな感じの若い世代の人たちのケアというのが、非常に、

退院後がまた難しいなあというような実感を、私は持っているのですけれども。民間の病院

などでは、そういうところで親御さんとの関係づくりというのもまた難しく。先ほど学会に

行きましたというお話しましたけれども、片親のこどもが、５人に 1 人は片親であると。1

日 444 件離婚が成立しているとかですね、そんな風な数字が学会の中でご発表いただいて

びっくりしたところでした。そういうところでは、こどもに全部皺寄せがいきますので、片

親世代、片親の子どもさん達の大変さ、また親がご病気だったりすると、今クローズアップ

されてますヤングケアラーの問題、こういうところ色々色々つながっていくなという風に

思っておりますので、この自殺対策連絡協議会だけではどうもならんという感じもあるん

ですけど。 

橋本先生、ちょっと考えをまとめていただく時間をわたくしがいま稼いだところだった

んですけども。 



橋本委員：そうだったんですね、ただただ拝聴しておりました。救急病院等と精神科の連携

強化についての意見というところ。まずは当院の状況から報告させていただきますと、2022

年度に診療体制の変更があって、自殺・自傷の受け入れがだいぶ減ったんですけども、今は

だいぶ数が増えてきているというところで、大体月 30 件のペースで、自傷・自殺の方の受

け入れをやっているところです。救急外来は、首吊りとか飛び降りとかでですね、亡くなっ

てそのまま自死ということになってしまう方もいますが、それは例年通り 10件前後くらい、

今すでにもう 4 月から 9 月で 10 件なので、もしかしたらちょっと例年よりも多くなるかも

しれませんが、以前と変わらず活動を続けているところではあります。今回、救急外来の受

診から動向というところが見えらなと思って、追加で資料をもってまいったんですけども、

資料の６の１が男性、6 の２が女性ということで、これは各月の年代ごとの患者動向を示し

ています。全体では、男性は 20 代、次いで 40 代 30 代が多くて、女性は自傷、自殺未遂、

自死含めて全てですけども、女性は一番多いのは 20 代で、大きく差をあけられて 40 代、

30 代と続いていますが、どうも季節変動がちょっとありそうだというところで、３ポツの

２の１、３ポツの２の２などでまとめております。３の３は女性をまとめております。簡単

に言うと男性は、20 代の男性で 7 月から 9 月くらいにピークがあり、40 代の男性も同様に

7 月 9 月くらいに山場があり、30 代では 6 月 7 月に男性は受診のピークがあるなと。ちょ

っと年代によって少しずつ、ピークの時期がどうもあるよなというところであります。４ペ

ージの６の２の自傷の資料、女性のほうを見ますと、ずっと 20 代が年間を通して多いんで

すけども、20 代もどうも季節変動がありそうということです。20 代は６月から 8 月、あと

は 12 月から 2 月と二峰性にどうもピークの時期があるようだということで、これは濃ゆい

ところが多いということなんですけど、そういったパターンがあって、年代ごとにちょっと

特徴があるようです。厚生労働省が出している自殺の地域の統計というもので、熊本市の自

死の数の動向というものが分かりますので、それと比べて考えますと、４の２とかですけど

も、まず男性については、2023 年末から 40 代の男性で自殺者が熊本市では増えたまま経過

している、60 代 70 代 20 代の男性では昨年度末から今年度途中から、実数が増えていて、

ということで、40 代男性と比較して、60 代 70 代 20 代というのは 40 代男性と比較すると、

割と当院救急外来を受診している率はあるのかなと思うので、40 代の男性、その年齢層別

で考えると、男性の 40 代とかはプリベンション強化が望まれるところで、ご指摘内容に、

例えば救急病院に、二次救急もあるかもしれません、プライマリーもあるかもしれません、

そういったところと精神科、やはり病院だと思うんですけども、自殺、やはり早めに受診が

促進できるようなですね、そういった仕組みがあるといいのかなというふうには感じまし

た。４の３ですけども、厚生労働省の自殺の資料と見比べますと、2023 年末くらいからで

すね、女性の 20 代 40 代 70 代の自殺の死者が増えていますが、今年度に入ってからは、50

代 80 代で増えているのかなというところがあります。実は 50 代 80 代の女性は、当院の

ER 受診者も増えているような印象もあります。やはりこのように、不調な方に相談行動、

病院の受診であったりそういったものを活発化される、ここもプリベンションになると思



うんですけども、そういったことも望まれるかなと。受診とか行政相談、男性と女性では困

りごとの質の差があると思いますので、そういうご相談先に相談しやすい状況を拡充する

必要があるのかなというところを今日はちょっと持ってきたところでございます。 

松下委員：ありがとうございました。それでは、白山でご開業されておられます前田先生、

高齢者の施設もお持ちでいらっしゃいますので、そのあたりからご発言をお願いしたいと

思います。 

前田委員：高齢者というかですね、私何件か産業医もやっていて、ストレスチェックとかも

もう 10 年くらいになると思うんですが始まって、最初に取り組んでたなと思ってたんです

けども、結局、高ストレス者をチェックしても、結局そのままですね。受診勧奨はするんで

すけど、行かれない方がほとんど。その前に産業医面談とかもするんですけど、たまに面談

しますけど、そこから専門の先生を紹介するといっても、行かれなかったりとか、行くにし

ても予約がなかなか取れないという現状でですね、ここをどうにかならないかなとちょっ

と思うところと、少しストレスチェックなんかの高ストレス者の受診とか、産業医面談でも

いいんですけど、少し強制するような部類に変えないと、これはもうやっていてもあまり意

味がないんじゃないかとずっと思っているんですね。ただ、例えば内科健診なんかでもそう

ですけど、肝機能が悪いとか、レントゲン異常とかいって受診するように言われても、やっ

ぱり受診されない方がいるのと同じなのかなと思うんですけども。なかなか、せっかくチェ

ックしてるのにうまくいかないと。大体産業医面接に来られる方っていうのは、職場の不満

を言ってこられる、こうだからストレスになっているのでどうにかしてくれ、みたいな。で

も、なかなかそれを僕らに言われても、職場のほうに伝えたりはするんですけど、なかなか

改善されない事情もあるみたいで、難しい問題なんですけども。なんかちょっと変われば変

わるんじゃないかなと思っているところです。よかったでしょうか。 

松下会長：労働基準監督署の方がそういうハラスメントのことであったり、今、残業のとこ

ろがかなり制限が加わってきていますが、大変大きなお金をかけながらのストレスチェッ

クがほぼフィードバックを個人にされますけれども、役立ててもらってない。役立たないわ

けではないんですよ、役立てきれてない、ということがありますので、そのあたりのお話し

お願いいたします。 

植村委員：ストレスチェックがですね、高ストレス者になったときに産業医さんの面談とい

う制度なんですけれども。ストレスチェックの制度自体が通常の健康診断と違って、ストレ

スのチェックの結果を知るのが本人のみという制度上ですね、事業所が判断、結果を知るこ

とができないルールになっておりますので、誰が高ストレスになっているかというのが事

業所の方では判断ができないというのが現状のルールになっております。なので、申し出制

度というのは本人さんがストレスの結果を得る事ができるので、その方が自主的に会社に

面談を申し立てたいということであれば動くんですけども。本人さんがそれをこう軽んじ

た場合ですね、その先にいかないというところは、実際問題として存在するところではあり

ます。制度上そういったところになるので、現段階で厚生労働省、労働局として、事業所と



して、雇用としてストレスチェックを使う使い方、使うべき法則として与えられるツールと

しては、集団分析調査という所が共有されているところになってどこの部署で、あるいはど

の支店で高ストレスが多いのかと。この分析についてはルールが多少あって、規模が 10 人

を切る母体になると特定される恐れがあるので、10 人以上の規模にしてくれということで

決まっておりますので。なかなか集団を特定しにくいという意見をもらうときもあります。

大きな会社が、例えば銀行さんでたくさんあってですね、「支店ごとでいいんじゃないんで

すか」と言ったら、「いや、どこどこ出張所は 5 人ぐらいしかおらんのですけども、できま

せん」とかですね。そういった意味ではどういう風にするのかというのが難しいといった点

があるところもあるんですけども。そういった点で、分析していただければですね、特段高

ストレスになってる箇所に手を差し伸べていただければというのが、労働局の方になりま

す。 

先ほど職場の不満を言ってこられる方、確かに監督署の方に不満を言われてというとこ

ろもあるかと思います。現段階で職場の人間関係の不満があった場合、ハラスメント対策っ

ていうものについては労働政策総合推進法、ちょっと長いんですけども、そちらのルールで

ハラスメントに対する相談を聞く部署を設けてくれ、窓口を設けてくれというのがルール

になっております。なので職場の不満とか、誰とかさんが自分にばっかり厳しいんだとか、

そういったことがあった場合は、それをまず会社が受け入れる窓口を作ってくれと、そこの

窓口をですね、相談して窓口で受けたからにはちゃんと動いてくださいね、というルールを、

こちらの方で、会社の自主的な運用というものを促しているところになります。会社の方で

運用がうまくいかない場合、いってない場合についての相談というのは当然労働局雇用環

境均等室の方でフォローというところを運用としてさせてもらっているとそういったとこ

ろでございます。 

松下会長：ありがとうございました。総合相談何とかセンターという所もございますよね。 

植村委員：はい。総合労働相談窓口というのはですね、雇用環境均等室、先ほど言った雇用

環境均等室の一部門という所になっております。雇用環境均等室という所は労働局にしか

ないので、駅前にしかない所になります。ただ、そこが一か所だとなかなか電話相談は受け

るんですけども、実際話した方がいいとかですね、そういうのもあるんでしょうけども、全

部行けるのかというとそうではないということなので。県内では全ての監督署に雇用環境

均等室の窓口として総合労働相談コーナーというものを設けておりますので、監督署の方

に来られた時に、電話でもいいんですけど、相談を受けるというところで設けております。  

松下会長：ありがとうございました。なかなか、一般の社員さんがそういう所までご存じな

かったりするので、そういうところを会社がオープンに周知して、ここにも相談できますよ

という風に言っていただけるといいんですけども、まず人事担当が知らないとかでね、頭が

痛いところです。私も産業保健領域で仕事をしておりますので、大きいところは仕組みを持

ってらっしゃるのですけれども、やっぱり 300 人以下ぐらいの所が多い熊本はなかなかき

ちんとしてないな、というところでございます。 



他に、再度の自殺企図等々でお話を伺っていたのですけれども、次に進めてもよろしいで

しょうか。それでは熊本南警察署の中嶋様から、警察での取組等をお話しいただけたらと思

っております。また他の警察署もお一人いらっしゃいますので、また引き続いてご意見いた

だけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

中嶋氏：ここに書いてある通りのことを大体しているのですけれども、南署に限ったことで

はないかと思うんですけれども。よくあるのが、娘が包丁で手首切ってますとかですね、自

傷行為とかそういったところの通報があった場合に、臨場した警察官で保護できる状況が

あれば警職法に基づいて保護して。自殺企図する根底にはうつ病などの精神疾患等の可能

性の疑いというのもありますので、そういったところで、こころの健康センターへ 23 条通

報、警察官通報をさせていただいて、可能であれば入院など医療に繋げるようにしておりま

す。 

また、下のかかりつけ病院への受診促しというところなんですけれども、よくあるのがご

家族から、もう病院の受診をやめてしまったということで、ただ希死念慮があるとかですね、

まあそういったところの家族からの相談というのがよくあるんですけれども。そういった

場合には家族において病院の予約などしていただければ、こちらからも赴いて、任意活動で

はあるんですけれども、病院の受診の促しと言いますか、一緒に、家族と一緒に説得をする

などしてですね、家族からの要望があれば、精神科のある病院まで搬送支援ということをし

ております。 

最後に、子ども、女性、自殺未遂いずれも、親族等への監護依頼というところなんですけ

れども、病院で診察した結果、入院等に至らないというところで、家の方に帰すということ

になってもですね、最低でも一人にはしないということで、ご家族もしくは親族の方に来て

いただいて、監護依頼をするというところを最低でもするところではあります。その際、刃

物とかですね、自傷行為に繋がるような物は目につかないようにしてくださいなどですね、

そういったような助言などで対応しているところです。警察署としてもできることをやっ

ていくという所で今後も対応していきたいと思っております。以上です。 

松下会長：ありがとうございました。こういう風に会議をしている間も、色んなヘルプ活動

があっているんだろうと思うんですけれども。では中央署の方から何かございましたら、よ

ろしくお願いいたします。 

内野氏：今完璧に言っていただいたのでもうこれ以上話すことないなというところではあ

るんですけれども。確かに通報で同じ方が 1 週間に１回ぐらい「死ぬぞ」「俺が死んでもい

いのか」みたいな、同じ方が通報してくることがあると。大体交番員の方に夜中なんですけ

れども、現場に行ってもらって、本人をなだめ、日によっては２時間ぐらい交番員の方に対

応してもらうということがあります。なかなかそういう時にどういう声掛けをするのがい

いのが一番いいのかというのが悩むところでして。本音を言うと、お前死ぬ気ないだろと、

本当は思っちゃうんですけれども、まあそう言っちゃうといけないということで、どういう

声掛けがよろしいでしょうかね。 



松下会長：お酒を飲んでおられて、そういう風な電話をかけてこられるのかどうか。 

内野氏：お酒は飲んでおられないですね。精神疾患がおそらくあられると思うんですけれど

も、本当に「俺が死んでもいいのか」と。よろしくお願いします。 

橋本副会長：お疲れさまでございます。基本的には死にたいという発言があったときには、

基本的にはその事実を軽く評価することは厳に慎むように、下の者には指導しております。

やっぱり発言があるということは、そういうリスクがあるという方ということで、あとはた

だ、そこまでやってくださってるんだなと思いましたけれども、死にたいという背景に困り

ごとがあられるでしょうから、そこでっていう話が基本にはなってきて。繰り返される場合

はそういった困りごとに対して、ちゃんとと言ったらいけませんけど、相談をちゃんとして

いるのかとか、そういったところのチェックをしながら、そういった改善が進むようにと背

中を押していくようなそういったやり取りになっていくのかなという風には、日頃気を付

けて下の者には指導しているところでございます。 

せっかくマイク回ってきたので、先ほど債務整理の資料とかを渡しましたという、あまり

この場でそういうことを共有されるのが初めてな気がするので、日頃していただいてたこ

とを。 

内野氏：そうですね、生活困窮とか借金問題とかで、結構金銭問題で困ってらっしゃる方も

いらっしゃいますので、そういったときに裁判所から色々ですね、民事上の関係のそういっ

た金銭問題というところの資料をいただいていますので、そういったところを、数に限りが

ありますけれども、見ていただいたりとか、場合によっては交付したりとかいうのはしてお

ります。  

橋本副会長：知りませんでした、そういったことをされているというのは。 

松下会長：ありがとうございました。それでは労働問題とか貧困のところで、久保田委員が

担当なさってらっしゃるという話をされていたので、その辺の話を。これからは少し意見交

換とか今後の自殺対策等々、また高岸委員に学校関係のところをお話しいただければと思

います。ご発声がない方はどうぞ、マイクを回しますので、一言お願いいたします。 

久保田委員：日頃、労働貧困、もちろん多重債務もそうですし、女性で言うと離婚ですとか、

女性の貧困というのも非常に深刻で、そういったところで相談を受けながら、根本原因は解

決していかないといけないんですけれども、やっぱりかなり時間がかかるようなケースも

ありまして。そういったときに、眠れないとか、食欲がないとかちょっと少しこう発言が心

配だなという方については、同時に精神科もしくは心療内科の受診を促しつつ、それでどう

しても時間がかかってしまうものについては、そういった対応を積極的に促しながらって

いうことにはなりますし、少しマメに相談を入れて、病院行かれましたかといったようなお

尋ねもしながら、解決していくというようなことはありますけれども。ただ、病院に行くお

金がないというような方については、例えば生活保護にまず一旦結び付けるとか、法的なそ

ういう手続きを取るのに、法テラスという無料の立て替え制度とかですね、そういった相談

先があるんですけど、それを使うのも一定の要件が出てきますので、そういったまず前提の



ところを整える。ただ、保護にも行かないけど非常に貧困という方については、色々問題が

出てきてしまったり、受診抑制に繋がってしまうというところもあるので、率直に言うと私

も悩みながら業務にあたっているというところではありますけれども、そういった医療機

関との連携とかですね、きちんと受診ができているかとか、他のサポート体制があるかとか、

そういったところは日頃気を付けながら、個別になりますけれども、そういった対応をさせ

ていただいているところです。 

松下会長：それに関して、寺岡先生、精神科医の方から何かお願いいたします。 

寺岡委員：日頃、平凡な話ですけれども、話されたりするとまた違う話で。やはり先ほど最

初にお話ししたように、たとえばかかりつけの病院があったとしても、うつ病とかでも、な

かなか夜はクリニックだと受けないところがあると。救急輪番で警察から色んな電話があ

ったりすることもありますね。やはり今お話しがあったみたいに、ご家族の関係とかお仕事

の関係で、最近給料がすごく下がったとかですね、色んな生活リズムの、生活のことを含め

てですけどね。先ほどお話したように学校の先生方が、色々子どもさん、生徒さん、色々あ

るでしょうけど、実際ですね、そういう報告を受けたところで、やはり自殺の危険性、自傷

行為の強い方は、先ほど言いました精神科で言うならば、救急輪番のいわゆる措置鑑定とか、

入院する危険性が、入院した方がいいんじゃないかと、なかなか、ご家族も悩まれてるなら、

やはりそういうことも含めて家族関係も含めて、入院せざるを得ないかなと、それぐらいし

かちょっと精神科では分からないんですけどね。簡単に小さい子どもさん、小学生とか中学

生とかを簡単に受ける病院もなかなかいっぱいはないんですけれども。先ほどお話しした

ように、やはり今後できるだけかかりつけがなければ改めて精神科に受診させるというこ

とですし、かかりつけがあってもですね、やはりかかりつけの内科とか精神科でも夜は受け

れないなら、一応今言ったようにやっぱりすぐ入院させるのは難しい可能性があるので一

応、本人さんからも話を聞かせていただいたりご家族から色々お話を聞かせていただいて、

できるだけ、自殺の危険性が高い方、やはり措置鑑定とか、入院せざるを得ないといったこ

としかちょっと言えないので、それだけでよろしいですか。すみませんね。 

松下会長：ありがとうございました。夜間のところは輪番制で精神科協会さんが作ってらっ

しゃるんですけれども、やっぱり夜間診察していただいても、帰されてしまう、帰された後

のことっていうのが一つ問題としてありますね。それから、ご本人が医療に繋がるかという

のは、さっき前田先生も仰っていたように、なかなか健康行動というところでは、本当に、

にっちもさっちもいかないような症状で、苦しくてたまらないときに受診行動というのが

起こるわけで。どうもない、という風に仰るんですね、数値はすごく悪いんですけどね。な

ので、なかなかこちらが思うように皆さん達の健康行動が活発ではないと。 

それでは学校関係等で、教育の色々、高岸先生のところでやってらっしゃると思いますの

で、お願いします。 

高岸委員：学校関係ですか、ちょっと今までの流れからとぶので。今日出た話題だと、原田

委員が話題に出していただいた、SOS を出せる教育っていうのを児童生徒向けに実際され



ているということなんですけど、これの背景にあるものの一つが、2022 年の 12 月に生徒指

導提要が改訂されまして、50 年ぶりの学校教育の生徒指導の大改革みたいなところなんで

すけど、その中の１つに SOS を出せるような教育をしましょうというのが、新たに１つ章

立てされたっていうのがすごく大きなことなんですね。ですから、教育学部の教員養成課程

においても、教員になる人が幼小中高どの先生であっても、必修で学ぶ生徒指導論だったり

教育相談論とういうものの中に、SOS を出せる、SOS の出し方教育っていうのが組み込ま

れるようにはなってきているんですね。学校の先生は、みなさんご存じだと思うんですけど、

とにかく多忙で、ほにゃらら教育はあふれてるんですよね、ICT 教育とか、今回の SOS の

出し方教育もそうですし、メンタルヘルス教育もそうなんですが。なので負担になってはな

らないとは思うんですけど、こういったことを学んだあと、教師の力量の 1 つというのは、

いろんな視点を持っている、視点の数というのも１つの力であったりするので、学んだあと

はなんだかんだですね、仕事が増えたとかじゃなくて、また視点が増えたということで満足

していただけるみたいですけど。それを今教員養成課程で学生の段階でもやってますので、

教師になってから学ばなきゃいけないものもいっぱいあるでしょうけど、学生の間に学べ

ることの 1 つの重点的なものとして追い続けているんですね。ちょっと話それますけど、

うち教育学部心理学科の公認心理師養成コースも数年前から開設してまして、これ全学の

ミッションとして作ったものですから、教育学部だけじゃなくて熊本大学全体をこう推進

しているんですが、その中の一つに実習があるんですね。医療領域はいくつか回ってますけ

ど、熊本大学付属病院もありますので、そちらの方で全学のミッションということで、学長

と医学部長と精神科教授とですね、大協力いただいて開設当時からやってまして。やはりそ

こに行って学んできた学生たち、公認心理師コースの子達って、文字で知ったことだけじゃ

なくて、こう実習で見て、体験して学ぶってすごくインパクトが大きいようで、ためになっ

ただけではなくて、同時に教育学部の所属の学生たちなんで、教員養成課程の勉強もしてい

るわけですね。そこで、先生たちこそこのメンタルヘルスの問題、病院の実態を知るべきだ

と思ったみたいな意見が毎年出てくるということで。ここからは議事録だと、公式な会議で

の提言でも決定論でもないので誤解されないようにしてほしいんですけど、教員養成課程

の学生たちも、精神科の附属病院、精神科の実習などそういった道が開けるといいねという

ような、我々にあがりつつあるということですね。そういうことが現状の情報共有できるこ

とかな、なんて思っています。 

あと、さっきアクティブラーニングってキーワード出ましたかね、ここは情報共有の場だ

から、こういったのもちょっと脱線かもしれませんけど、SOS の出し方教育のやり方って

いうのと、アクティブラーニングっていうのもまた 1 つ教育の領域のトレンドで、従前の

授業は講義だったり教授するっていう、教師側、教員側から学生・生徒側への矢印ではなく

て、アクティブラーニングっていうのは児童・生徒・学生がアクティブに、積極的に学ぶっ

ていうことで、これ自体はアンブレラワードなんですけど、いろんなやり方の総称というこ

とで、例えば、アクティブラーニングには学生同士教えあうとか、反転授業とかですね、授



業で学んで宿題で復習するじゃなくて、まず自分で調べものをしてきて、学校で発表して理

解を深める、知識を確かめるみたいなところとか。まあ TBL とか言われるやつですかね、

問題を自分で設定してその解決を探るみたいなそういったものがあるんですけど、SOS の

出し方教育は、特に最近の課題でも、本当は昔から課題なんですけど、なので、アクティブ

ラーニングの手法を使って学ぶことが多いテーマの 1 つですね。だから自殺者数がこうな

ってますよ、原因はこうなんですよ、ああなんですよ、分かりましたね、さよならではなく

て、まあ実態をデータを把握するでしょうけど、そこにどういう問題があるか、学校教員と

して何をすべきかという問いを立てるところからはじめて、それをグループで学習してい

くという形をとっていくことが、少なくとも熊本大学教育学部ではそうしていますし、少な

くない実態かなという風に思います。以上ですね。 

松下委員：ありがとうございます。このあたりは、年二回はスクールカウンセラーの先生が

研修会を、お話をしないといけないというふうな課題があるというふうに、さっき原田委員

がおっしゃっておられましたけど、このあたりは、スクールカウンセラーの先生が必ずしも

教育学部出身でもないでしょうし、こういう風なやり方は有効ですよ、というふうな研修が、

臨床心理士認定協会の方の研修会であるといいなというふうに思ったりいたしますけど。

そういうふうなプランというのはどうなんでしょう？ 

高岸委員：熊本大学教育学部でって来てますけど、もう一つ役割を僕がありまして、熊本県

臨床心理士・公認心理師協会の学校支援委員会理事というのもありますので、その点に関し

てですね、そういう声がいっぱい上がるもんですから、ちょうど今、今年度からスタートし

たんですけど、スクールカウンセラーがやる仕事、カウンセリングとか地域支援っていうの

はもちろんメインなんですが、そういう特別授業、授業じゃないですね、厳密に言うと TT

なんですけど、特別授業とかストレスマネジメントとか、保護者向けの講話とか、そういっ

たもののニーズがありますので、やったことがない人達とか、まだスクールカウンセラーと

しての経験がこれからだっていう方達も使えるような、授業案とか、その時の資料っていう

ものを作成して、一つの冊子にしようプロジェクトが立ち上がりまして、今その有志と前県

の会長の江崎先生と共にチームで動いて、今年度に１つの形にして発表するという予定に

はしております。もちろん、その中には SOS の出し方教育の講話とか授業っていうのはす

ごく大きな柱になっております。 

松下委員：ありがとうございました。今の高岸先生の音頭ででしょうか、作っていただいて

いる、それがまた浸透していき、また学校関係にもつながっていく、教育委員会と一緒にや

れていくといいんでしょうね。ありがとうございました。他にまだご発声いただいてない方

で、藤谷委員いかがでしょう。 

藤谷委員：みなさん、いろんなところで、それぞれの自分のお仕事の中で、一生懸命自殺と

いうか自死を防ぐために、すごく努力されているのがよくわかります。いのちの電話には、

本当にいろんな間口が結構相談の種類が多くって、さきほど職場での不満をおっしゃる方

が結構いらっしゃるということでしたけれども、その職場にたどり着く前の、いわゆる職が



ないという方々も結構いらっしゃいまして、そういう方々になると、やっぱりまず経済面の

苦しみとかいうことがまず発生いたします。生活困窮になるんですね。で、なかなかそれが

生活保護までむすびつかなかったりする状況の方もいらっしゃるもんですから、本当に私

たちは、死にたいというお気持ちでかけてこられる方に、とにかく電話ですので、言葉だけ

でしかつなぐことができません。言葉と対応する相談員の、心というか真心なんですけれど

も、他に何もお顔を見て面談しているわけではないので、唯一言葉だけなんですね、つなが

るのが。言葉かけ 1 つというのはとても大事で、言葉磨きは常にみなさんにしっかりとし

ていただくようにお伝えしております。少しでもかけてきてくださった方が、電話を終える

ときに、100％苦しい方が、例えば 1％でも心が軽くなって受話器を下ろしていって、明日

ちょっと生きてみようかなと思われるような、状況にお手伝いできたらなということで、色

んな研修は多岐にわたっていたしております。というのが現状です。よろしいでしょうか。 

松下委員：ありがとうございました。一年 365 日ですね、24 時間体制というのが、いのち

の電話さんのモットーで、全国にもつながっていくということなんですけども、色んな大変

なのが、夜間対応でボランティアさん達も寝ないといけないしですね。なかなかそこらへん

の手薄なところが心配ですけども、県のほうが、夜間は熊本か東京のほうに夜間電話のとこ

ろをなんかしてらっしゃいませんでしたか。 

池田委員：夜間のやつはおっしゃるとおり全国の、22 時以降でしたかね、ちょっと時間が

はっきりしないんですけど。 

松下委員：夜間帯は、東京の方はいっぱい活動してくださる人達、電話対応してくださる人

達が多いんで、熊本はもう人口減っておりますので、熊本だけの資源ではなくて、いろんな

ところの資源につなげていくっていうなのも、やり方としてはあるんだろうということで。

今年度、昨年度ですかね、障がい者支援課の方からそういう、いただいたような気がしたん

です。あれ単年度だったんですか。 

池田委員：こころの共通っていうのは確か、今も実施されている、はい。 

松下委員：今はもう県境を越えてなんでも、どこまででもつながっていけますので、電話と

か SNS とかの利用で対応されているのだろうと思いますけども。他いかがでしょうか。皆

様方、ご発声いただいたようなんですけど、他にご意見とかございませんでしょうか。 

植村委員：ちょっと 1 つだけ、この資料が多分公開されるんだろうと思ったんで、ちょっと

気になった点を。この 13 ページの電話相談なんですけども、対応相談件数が 8,341 件、う

ち新規 1,496 件となってるところなんですけど、たぶんこの 8,341 件のうち身元が分からな

いので、新規がリピーターかも分からない件数が多数含まれた上で、新規って把握されたの

が 1,500 件程度ということだろうと思うんですけども、この書き方はこれだけで見られる

と 8,000 のうち 1,500 以外はもうリピーターばっかりです、というなふうに、ちょっと悪意

を持ってとられるとですね、せっかくこう広く対応している内容が曲がって取られるのが

ちょっとこう、残念かなと思ったもので。こう新規以外でも広く受けているっていう風な書

き方をしてもらった方がいいんじゃないかなとちょっと思ったもので、その１点だけ。 



松下委員：事務局の方からいかがでしょうか。 

事務局：そうですね、お電話を受けた際に、最初にお伺いするようにしてまして、お電話し

たことありますか、とそれで「はい」と言った方は新規という風にしていただいているんで

すけども、そこもおっしゃらずですね、話されることも多いですし、基本的に匿名で受けて

おりますので、どなたが新規でどなたがリピーターで、ということは完全には把握しきれて

いないところではあるんですけれども。 

松下委員：新規というのが、必ずしも正確な数字ではないということが 1 つと、新規をわざ

わざ出す意味がどこにあるのかという風なこともあるかと思います。 

植村委員：新規を新たに出すというかですね、この書き方だとほとんどがリピーターばっか

りで、リピーターの人たちだけの電話相談みたいなふうに、曲がって取られるとせっかくの

電話相談が、あれかなと思ったもので。当然1500件程度も新しく受けているということも、

それも重要な情報だとは思うんでですね。リピーターばっかりじゃないですよっていうの

が、そのうち新規不明な分とかですね、再度ばっかりじゃないよというようなのが分かるよ

うなほうがいいのかな、と思ってですね。 

松下委員：これだけ対応してますよ、というのが分かればいいんじゃないかと。 

植村委員：まがって取られると残念だな、と思ってですね。よくネットとかでこれ出すとで

すね、1,500 件で、ほとんど特定の人ばっかりしか使ってないんじゃないか、みたいなこと

で言われると、そうでもないはずなのに残念だな、ていうのは思ったわけです。 

松下委員：また、事務局のほうでご検討いただきたいと思います。他にございませんでしょ

うか。ご意見がないようでしたら、以上で議事について終了させていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。では、進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。よろしくお願

いします。みなさまご協力ありがとうございました。 

司会：ありがとうございました。松下会長におかれましては進行役を、また、委員の皆様方

には貴重なご意見をいただきまして誠にありがとうございました。閉会にあたりまして、こ

ころの健康センター所長、鳩野よりご挨拶申し上げます。 

鳩野所長：松下会長、皆様、本日は長時間にわたるご協議、誠にありがとうございます。気

づいた点について少し、簡単に触れながらですけども振り返りをさせていただければと思

います。まず、こどもの自殺への対策につきましては、小山委員より、若者版ゲートキーパ

ーの活動状況をご報告いただきました。相談する側のみならず、相談される側への啓発が必

要との意見は、大変重要であるものと認識しており、今年度初めて保護者への講演会ですと

か、教職員向けゲートキーパー養成研修を開催したところでございます。今後もこのような

養成研修を通じて啓発を進めてまいりたいと考えております。このほか、原田委員より、ス

クールカウンセラーとしての活動の難しさ、また濱部委員からは命の大切さを感じていた

だく学びの機会の重要性についてご意見をいただいております。大変参考になりました。あ

りがとうございました。また、自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ対策につきましては、原

田委員からの連携強化の意見につきまして、大人と若者との対策の違いについて、特にこど



もへの皺寄せについての問題提起等をいただいていたところでございます。また、橋本委員、

または前田委員からは、こころの不調を発見した際の相談窓口の活性化についての問題提

起をいただきました。様々な形でこころの相談窓口の広報啓発を進めて参っているところ

でございますが、今後さらにですね、啓発の強化が必要と感じたところでございます。また、

措置通報等につきましては、南警察署中嶋さんから措置通報の対応、またはその後の対応に

ついてのお話をいただきました。橋本先生もおっしゃられていたところではございますが、

その後の対応というのが、警察としてそこまで対応していらっしゃるというところを、とて

も興味深いというか、尊敬の気持ちをもって聞かせていただいたところでございます。熊本

県精神科協会の寺岡先生をはじめ、関係機関の皆様方の御協力をいただきながら、今後も警

察等と連携させていただきまして、措置対応については実施してまいりたいと考えており

ます。このほか、各所属からのご意見を賜っております。これらのご意見を今後の自殺対策

の参考とさせていただきたく存じます。自殺対策は、抱えておられる問題が多岐にわたるこ

とから、様々な分野の総合力が必要と考えております。本日お集まりの皆様のお立場から、

今後とも御理解、御協力を賜れば幸いでございます。今後とも、本市の自殺対策について御

理解、御協力いただきますようにお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日

はありがとうございました。 

 


